
Information

　　

介
護
保
険
料
は
本
人
の
所
得
や

年
金
収
入
額
、
世
帯
の
課
税
状
況

に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

　　

令
和
５
年
度
の
介
護
保
険
料
は

７
月
上
旬
に
決
定
す
る
た
め
、４
・

６
・
8
月
の
介
護
保
険
料
の
金
額

は
、
令
和
５
年
２
月
と
同
じ
保
険

料
額
を
年
金
か
ら
天
引
き
で
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す（
仮
徴
収
）。た
だ

し
、８
月
は
年
間
を
通
じ
て
で
き
る

だ
け
均
等
に
な
る
よ
う
に
調
整
し

た
金
額
と
な
り
ま
す
。

　　

所
得
や
課
税
状
況
が
確
定
し
た

後
、７
月
に
令
和
５
年
度
の
介
護
保

険
料
（
年
額
）
を
決
定
し
、仮
徴
収

３
回
分
を
年
額
か
ら
差
し
引
い
て
、

10
・
12
・
２
月
の
３
回
に
分
割
し
て

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す（
本
徴
収
）。

■
令
和
５
年
度
年
間
保
険
料　

《
仮
徴
収
》　
４
月
・
６
月
・
8
月

※
令
和
５
年
２
月
と
同
料
額
。た
だ
し
８
月

を
除
く

《
本
徴
収
》　
10
月
・
12
月
・
翌
年
２
月

※
年
間
保
険
料
ー
仮
徴
収
額

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
高
齢
者
介
護
課

　　

進
学
、就
職
や
転
勤
な
ど
で
、賃

貸
住
宅
を
借
り
た
り
退
去
し
た
り

す
る
こ
と
が
増
え
る
こ
の
時
期
、賃

貸
借
ト
ラ
ブ
ル
に
特
化
し
た
相
談

窓
口
と
し
て
、「
賃
貸
借
ト
ラ
ブ
ル

110
番
」を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　 

４
月
16
日（
日
）10
時
〜
13
時

■
場
所　

高
知
市
旭
町
３
丁
目
一

一
五
番
地
「
ソ
ー
レ
」
２
階

　　

県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

■
相
談
料　

無
料

■
相
談
方
法　
（
予
約
不
要
）

　　

面
談
ま
た
は
電
話

※
面
談
の
場
合
は
直
接
会
場
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
電
話
の
場
合
は
開
催
時
間
内
に

「
県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
相
談
窓
口
」へ

連
絡
い
た
だ
き
、「
賃
貸
借
ト
ラ
ブ
ル
110
番

へ
の
相
談
」と
お
伝
え
く
だ
さ
い

■
県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　　

相
談
窓
口

　　

☎
0
8
8
ー
8
2
4
ー
0
9
9
9

ゴ
ミ
の
量
が
124
ト
ン
減
少
し
て
い
る
の
は
、
と
て
も
良
い
傾
向
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
も
生
ゴ
ミ
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
↓
（
13
ペ
ー
ジ
へ
）

広

報

へ

の

ご

意

見

例
え
ば
、
野
菜
は
ク
ズ
を
で
き
る
だ
け
出
さ
な
い
よ
う
に
、
使
え
る
と
こ
ろ
は
野
菜
の
ス
ー
プ
に
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
出
汁
に
つ
か
う
と
、
コ
ク
が
で
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

　
　
４
月
は
、
引
っ
越
し
や
就
職
・
退

職
な
ど
に
よ
り
保
険
が
変
わ
る
方

が
多
い
時
期
で
す
。手
続
き
に
よ
っ

て
必
要
な
も
の
が
異
な
り
ま
す

が
、ど
の
手
続
き
に
も
本
人
確
認

書
類
と
併
せ
て
世
帯
主
と
対
象
者

の
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が

必
要
で
す
。

■
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
…

　
●　

国
保
税
は
加
入
の
届
け
出
を
し

た
月
か
ら
で
は
な
く
、
加
入
資
格

を
得
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
●　

保
険
証
が
な
い
た
め
、そ
の
間
の

医
療
費
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。

■
喪
失
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
…

　
●　

返
却
す
べ
き
国
保
被
保
険
者
証

を
使
っ
て
医
療
機
関
を
受
診
し
た

場
合
、
国
保
が
負
担
し
た
医
療
費

を
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
●　

国
保
と
他
の
健
康
保
険
の
両
方

に
加
入
し
た
状
態
で
は
、
保
険
料

を
二
重
に
納
付
し
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。ま
た
、
納
め
て
い
た

だ
い
た
国
保
税
は
、５
年
を
経
過

し
た
分
は
時
効
に
よ
り
還
付
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

■
こ
ん
な
と
き
↓
必
要
な
も
の

　
●　

職
場
の
健
康
保
険
（
被
扶
養
者

を
含
む
）に
加
入
し
た
↓
全
員
の

新
し
い
健
康
保
険
証
・
香
南
市
国

保
被
保
険
者
証（
返
却
）

　
●　

職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
（
被

扶
養
者
を
含
む
）
を
喪
失
し
た
↓

職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
喪
失

日
・
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
日
の

分
か
る
書
類

　
●　

転
入
し
た
↓
転
出
証
明
書

　
●　

転
出
し
た
↓
香
南
市
国
保
被
保

険
者
証（
返
却
）

　
●　

修
学
の
た
め
に
転
出
す
る
↓
学

生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

※
修
学
の
た
め
に
転
出
す
る
学
生
は
、
修

学
特
例
の
届
け
出
を
行
う
こ
と
で
、
転
出

後
も
香
南
市
国
保
被
保
険
者
証
を
使
用
で

き
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

■
助
成
申
請
が
必
要
な
機
関

　
●　

い
ず
み
の
病
院

　
●　

高
知
赤
十
字
病
院

■
助
成
申
請
に
必
要
な
も
の

　
　

国
保
被
保
険
者
証
・
振
込
先
金

融
機
関
口
座
の
分
か
る
も
の

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

特
定
健
診
受
診
券
は
、４
月
１

日
時
点
で
国
保
に
加
入
し
て
い
る

40
〜
74
歳
の
方
を
対
象
に
、５
月

下
旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。
受
診
券

郵
送
以
前
（
４
〜
５
月
下
旬
）に
受

診
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
受
診

券
の
事
前
発
行
を
行
い
ま
す
の
で
、

市
民
保
険
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　
４
月
１
日
以
降
に
国
保
に
加
入

し
た
方
で
受
診
券
が
必
要
な
場
合

は
、申
し
出
が
必
要
で
す（
受
診
券

が
発
行
で
き
る
ま
で
１
カ
月
程
度

か
か
り
ま
す
）。

　　

ま
た
、人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る

際
に
受
診
券
を
持
参
す
る
と
、
特

定
健
診
に
あ
た
る
費
用
の
割
引
が

受
け
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、
下
記
の

機
関
で
は
受
診
券
を
持
参
し
て
人

間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
て
も
割
引
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

別
途
助
成
申
請
が
必
要
で
す
。

※
申
請
は
各
支
所
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

S
高齢者高齢者

senior citizen

　
　

介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
の

　
　

天
引
き
で
納
め
て
い
る
方
へ

　
　

国
保
の
手
続
き
は
２
週
間

　
　

以
内
に
行
い
ま
し
ょ
う

N
国 保

national
health insurance

国 保

固 定 資 産 税
市 県 民 税
国 民 健 康 保 険 税
介 護 保 険 料
後期高齢者医療保険料
随２期の納期限は

　５月１日（月）です。
期限内の納付をお願いします。

H
健 康

H e a l t h

健 康

特
定
健
診
受
診
券
の
発
行

早めに早めに

受けま受けま

 しょう！

❶身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療
　育手帳・精神障害者保健福祉手帳

❷自動車車検証または写し

❸運転免許証（軽自動車等の運転者）
　または写し

❹マイナンバーが確認できる書類
　　　　　　　　　　　　　　（マイナンバーカード等）
●　　障害者本人が申請する場合…

　　　　　　　　　　　　　マイナンバーカード等が必要

●　　代理人が申請する場合…障害者本人の

申請に必要なものに加え、代理の方の本

人確認ができる運転免許証などの顔写真

付身分証明書の写し、委任状が必要

身体等に障害があるため身体障害

者手帳等の交付を受けている方

で、一定の要件に該当する場合

は、軽自動車税の減免を受けるこ

とができます。

　　４月１日時点で身体障害者手帳、

療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳、戦傷病者手帳のいずれかの交付

を受けている方が対象になります。

身体障害者等の方の
軽自動車税減免制度

①身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている方（障害者認定を

　　受けた部位や等級によって減免の可否が異なりますので、お問い合わせください）

②知的障害者の方は、療育手帳Ａ１、Ａ２の等級の交付を受けている方

③精神障害者の方は、精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方

4/3（月）～5/31（水）※厳守

※１　「所有者」…原則として、所有者が身体障害者の方の名義であること（＝身体

　　　　　　障害者の方が軽自動車税〈種別割〉の納税義務者になっていること）

※２　「生計を同一にする方」…同居の親族が条件です。別居の場合は、扶養の関係

　　　　　　　　　　　　が確認される場合のみ対象

※３　「常時介護する方」…障害者の方の通院等のために継続して日常的（週１日以

　　　　　　　　　　上、もしくは月４回以上）に運転する方

※普通自動車税（種別割）の減免を受ける方は、軽自動車税（種別割）の

減免を申請することはできません。普通自動車税（種別割）減免制度の

お問い合わせ・減免申請は中央東県税事務所（☎０８８-８６６-８５１０）へ ●問い合わせ・申請先／市役所税務収納課　☎５７-８５０４
※前年減免認定を受けた方には、申請様式を４月上旬に送付します

前年減免認定を受けた方も

必ず申請してください。
受 付 期 間

自動車の所有者※１ 運転者 車両使用の内容

身体障害者本人
身体障害者本人 移動のため

台数等

１台

車種は

自家用

のもの

身体障害者等の

方の通院・通学

（通園）・通所・通

勤のための送迎

身体障害者等の

方と生計を同一

にする方・障害

者等の方を常時

介護する方　※３

身体障害者の方（１８歳未

満）・知的障害者の方・精神

障害者の方、またはその方

と生計を同一にする方　※２

申請に必要なも
の

自自動

減免の対象

減免の要件

　　

無
料
法
律
相
談
会

　
　
「
賃
貸
借
ト
ラ
ブ
ル
１１０
番
」

C
相 談

counseling

相 談

申請は毎年
必要です！

高齢者肺炎球菌
感染症定期予防接種

◆　問い合わせ／市役所健康対策課　☎５０-３０１１　◆

対象者
①

６５歳 昭和３３年４月２日～昭和３４年４月１日生

７０歳 昭和２８年４月２日～昭和２９年４月１日生

７５歳 昭和２３年４月２日～昭和２４年４月１日生

８０歳 昭和１８年４月２日～昭和１９年４月１日生

８５歳 昭和１３年４月２日～昭和１４年４月１日生

９０歳 昭和　８　年４月２日～昭和　９　年４月１日生

９５歳 昭和　３　年４月２日～昭和　４　年４月１日生

１００歳 大正１２年４月２日～大正１３年４月１日生

対象者
②

実施期間

６０歳以上６５歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、

ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に重い

障害のある方（身体障害者手帳１級相当）

※予診票を発行しますので、事前にご連絡ください

医療機関
に 持 参
するもの

●　予診票
　（対象者①の方には令和５年４月中旬以降に送付予定）
●　本人を確認できるもの（健康保険証や運転免許証）
●　対象者②の方は身体障害者手帳

※生活保護を受給している方は自己負担金の免除制
度がありますので、必ず接種前に申請してください

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

実施場所

自　　己
負担金

高知県内の委託医療機関　※要予約

接種回数 令和５年度中に１回

２,０００円

※過去に肺炎球菌ワクチン（２３価）の接種歴のある方は対象外です

◆　令和５年度　◆

●　新型コロナワクチンと同時接種できません。
●　新型コロナワクチンとの接種間隔は、どちらかのワクチンを接種

　　した後２週間以上間隔をあけてください。

13２０２３.４ 12 ２０２３.４


